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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することにより、経営の効率化を図るとともに、コンプライアンスとしての経営監視
機能の充実を重要課題としております。またステークホルダーに対する経営の健全化と透明化を高め、経営理念を効果的に実現することが、社会
への貢献とステークホルダーへの責任を果たすことであると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２⑤】

信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことを認めておりま
せんが、希望する場合は、信託銀行等と協議の上、対応していきます。

【補充原則２－２①】

行動指針についての全社員に対する定期的なレビューは、人事評価項目に含まれており、毎年複数回実施されていますが、取締役会としては、
形式的な確認とならないレビュー方法を検討していきます。

【補充原則２－４①】

当社は、女性・中途採用者について管理職として登用実績はありますが、十分に推進できていない状況であります。今後は推進できるよう前向き
に検討していきます。

また、多様性確保に向けた人材育成、社内環境整備も前向きに進めていきます。

【補充原則４－１③】

取締役会は、次期代表取締役の指名にあたっては、経営理念等を踏まえ取締役全員で協議し、決定しています。後継者計画の策定・運用につい
ては検討していきます。

【原則４－２】

経営陣幹部からの業務遂行に係る提案は、会社の持続的な成長に不可決であると認識しており、各取締役は、提案を随時受け付け、経営陣幹部
等で十分に協議し、取締役会で最終承認を受けています。提案に関する実行は、担当取締役が中心となり、その実行責任を担います。

また、経営陣の報酬については、インセンティブ付与を検討していきます。

【補充原則４－２①】

取締役の報酬については、固定枠（１６１百万円以内）の範囲内としておりますが、今後、業績連動型報酬制度及びストックオプション制度等の導
入も検討していきます。

【補充原則４－８②】

独立社外取締役が２名のみのため、現在は筆頭独立社外取締役を互選していません。

【補充原則４－10①】

当社は、独立社外取締役２名を選任しておりますが、取締役会の過半数には達していません。

独立社外取締役は、高い専門的な知識と豊富な経験を活かし、取締役会で意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。

指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置については今後検討を進めていきます。

【原則４－11】

当社の取締役会は、各分野に精通した取締役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っている社外取締役で構成しています。

当社の監査役会は、経営全般及び財務・会計に関する適切な知見を有している監査役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っている社
外監査役で構成しています。

また、取締役会全体の実効性についての分析や評価方法につては今後検討していきます。

【補充原則４－11①】

取締役会は、取締役が10名以内、監査役が４名以内とすることを定款に定めています。

当社の業容等から判断し、現在の取締役会の人員規模や構成が適正と考えていますが、今後も、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の
向上の観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性および規模が最適となるよう努めていきます。

各取締役のスキル・マトリックスの開示について検討していきます。

【補充原則４－11③】

取締役会では、取締役会全体の実効性についての分析・評価を行っておりませんので、取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の開
示については、各取締役の自己評価などその手法も含めて検討していきます。

【補充原則５－１②】



(ⅰ)担当取締役を中心にＩＲ活動に関連する部署間の連携を図っています。

(ⅱ)ＩＲ室を中心に関連部署が相互に連携を図り、組織横断的な情報共有を行っています。

(ⅲ)決算説明会の実施については検討していきます。

(ⅳ)ＩＲ活動を通じて把握された株主や投資家の意見等は、経営陣幹部や取締役会に報告され、情報の共有化を図っています。

(Ⅴ)対話の促進にあたっては、情報漏洩などインサイダー情報に抵触しないよう配慮したうえで、当社の現況や経営戦略などについて説明を行っ
ています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

当社は、取引先との関係維持・強化の一環として、取締役会の承認の上、政策保有株式の取得や継続保有を行っています。

毎年、取締役会にて保有に関する基本方針及び統一基準を基に、個別の銘柄ごとに保有に伴う便益やリスクの検証を行い、その検証内容は有
価証券報告書にて開示しています。

政策保有株式の議決権につきましては、発行会社の経営方針等を十分尊重した上で、取引関係の維持強化という目的に照らして妥当か等を精
査し、賛否を判断しています。

【原則１－７】

当社は、利益相反取引をなす場合は、取締役会の承認を要することとしています。

また、当社役員全員に対し、関連当事者との取引に関する調査を行い、開示要件が満たされた場合は、株主総会招集通知及び有価証券報告書
等で開示します。

主要株主等の関連当事者取引については、有価証券報告書で開示しています。

【原則２－６】

当社には企業年金基金制度はありませんが、社員の安定的な資産形成のため確定給付企業年金制度を導入しています。また、運用については
適宜見直しを行い、受託機関（商品）の変更等も取締役会の承認を経て行っています。

【原則３－１】

当社は、以下の事項を主体的に情報発信しています。

(ⅰ)経営理念、経営ビジョン及び定性目標を当社ホームページにて開示しています。

(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本方針を東証の会社情報及び有価証券報告書にて開示しています。

(ⅲ)取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しています。

(ⅳ)取締役候補者につきましては、優れた人格、見識及び豊富な知識と経験を有し、当社の中長期的な企業価値向上に貢献できる人物を指名し
ています。監査役候補者についても同様であります。

取締役及び監査役の候補者については上記の方針を踏まえ、さらに監査役候補者については監査役会の同意を得て、取締役会において決定し
ています。

(Ⅴ)取締役候補及び監査役候補の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。

【補充原則３－１③】

当社は、消費電力削減のため、照明器具のＬＥＤ化、空調設備等の更新等を行っています。

また、水産資源の有効活用として未利用魚の流通開拓を行っています。

【補充原則４－１①】

当社は、「取締役会規則」を定め、法令等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めています。

また、「職務権限規程」「職務分掌規程」にて取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、
業務執行の委任の範囲を規定しています。

【原則４－９】

独立社外取締役の選定にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める基準に準拠し、候補者を選定しています。

【補充原則４－11②】

社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書により毎年開示し
ています。

上記以外の取締役及び監査役は、当社グループ以外の他の上場会社の役員は兼任しておらず、業務に専念できる体制となっています。

【補充原則４－14②】

常勤の取締役、監査役及び執行役員の全員を対象に年２回以上の外部セミナー参加を義務付け、その役割・責務を適切に果たせる機会を設け
ています。

【原則５－１】

当社は、ＩＲ室を整備し、個々の株主に対する対話の申込みに対応しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

マルハニチロ株式会社 731,972 11.49



株式会社極洋 497,883 7.81

浜銀ファイナンス株式会社 327,493 5.14

株式会社横浜銀行 317,058 4.97

株式会社岡三証券グループ 252,000 3.95

東都水産株式会社 210,000 3.29

横浜冷凍株式会社 207,881 3.26

株式会社ニチレイフレッシュ 194,250 3.05

築地魚市場株式会社 187,800 2.94

株式会社八丁幸 152,000 2.38

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

上記大株主の状況においては、所有株式数及び割合について自己株式894,765株を控除して記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年



取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

堀　晶子 弁護士

青井　俊夫 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

堀　晶子 ○ ―――

過去に会社経営に関与した経験はありません
が、弁護士として法令遵守の知見を有し、正・
中立の立場から、その豊富な経験と幅広い見
識に基づいた意見、提言を、当社のコーポレー
トガバナンスの強化及び会社経営に活かして
いただけると判断したため、選任いたしました。

青井　俊夫 ○

当社のメインバンクである横浜銀行の取
締役に就任しておりましたが、既に退任し
て10年が経過しておりますので、株主・投
資者の判断に影響を及ぼすおそれはない
と判断いたしました。

金融機関で要職を歴任される中で培った経営
全般にわたる優れた知識と経験から、社内取
締役とは異なる観点で経営に関する適切な助
言を得られると判断したため、選任いたしまし
た。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している



定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、内部監査人から監査計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、監査に立会うなど情報交換の機会を設け、監査上の留意事項
についての意見交換を行っております。なお、当社の会計監査人は有限責任監査法人トーマツであります。

　また、内部監査部門との連携については、内部監査部門より内部統制及びコンプライアンスの観点で、組織の内部管理体制を総合的、客観的
に評価した内容と業務改善について意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

牛嶋　素一 他の会社の出身者 △

舟木　謙二 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

牛嶋　素一 ○

当社のメインバンクである横浜銀行の業
務執行者に就任しておりましたが、既に退
任して10年が経過しておりますので、株主
・投資者の判断に影響を及ぼすおそれは
ないと判断いたしました。

株式会社アルプス技研代表取締役社長など、
要職を歴任される中で培った経営全般にわた
る知識と経験を当社の経営全般の監査に活か
していただけると判断したため選任いたしまし
た。

舟木　謙二 　
現在、マルハニチロ株式会社の業務執行
者であります。

マルハニチロ株式会社の業務執行者であり、こ
れまで培ってきたビジネス経験や幅広い見識を
社外監査役として当社の監査に反映していた
だけると判断したため選任いたしました。

【独立役員関係】



独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員指定について、当社顧問弁護士に確認したところ、各氏と当社との関係は独立性が確保され、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ないと判断し、独立役員として指定いたしました。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　当社は、株主総会後の取締役会にて決定した年棒を給与と考えており、業績連動型報酬制度やストックオプションの導入は行っておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　開示手段については有価証券報告書を採用しております。開示状況といたしましては、全取締役の総額を開示しております。

　第86期における取締役に対する報酬の総額は、70,704千円であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社の役員の個人別報酬等に係る決定方針の概要は次のとおりであります。なお、当該決定方針は取締役会の決議により決定しております。

１．当社の役員報酬制度の基本的な考え方と基本方針

取締役の報酬については、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう、取締役が継続的かつ中長期的な業績向上を図り、当社グループの
価値の増大に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮し、適切な水準を定めることを基
本としております。

２．報酬体系

取締役の基本報酬は、役位、職責に応じて在籍年数、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、
確定年額を換算した月例の固定報酬といたします。

具体的には、業務執行取締役の報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役職別に基準額を定めて支給いたします。

監督機能を担う社外取締役については、業務執行から独立した立場であるため、その職務に鑑みた基本報酬を支給することといたします。

なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、取締役の報酬限度額を年額161百万円以内（ただし、使用
人分給与は含まない。）とすることを決議しております。

３．取締役の個人別の報酬額の決定



取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会の決議により委任された代表取締役社長が報酬限度額の範囲内で原案を作成し、その
原案を社外取締役及び各監査役に諮問し答申を得て決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　業務遂行に必要となる情報が随時取得できるよう、主として総務部が窓口となり、適宜調査・提供が可能な体制となっております。

また、取締役会における経営判断に対する監督・助言に資するため、予め担当部門から議案・資料等が通知されるなどのサポートが行われており
ます。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

芦澤　豊 顧問
市場内団体活動及び当社が要請
する特命事項等

非常勤、報酬有 2022/03/31 1年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

芦澤顧問は、市場内団体活動及び当社が要請する特命事項等に従事しております。また、当社経営陣から相談があれば社業に関する豊富な経
験と高い見識に基づく有益な助言も行いますが、当社の相談役及び顧問は、経営上の意思決定に関する権限は一切有せず、経営のいかなる意
思決定にも関与しておりません。なお、当社において、相談役及び顧問の委嘱は、取締役会決議事項となっております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名で構成しております。また、取締役会は、4名の常勤取締役と非常
勤の社外取締役2名の6名で構成しております。なお、業務執行の迅速化及び責任の明確化により、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を
導入しております。

　取締役会は、月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項、政策保有株式の
保有意義の検証、その他経営に関する重要事項を決定しております。また、常勤取締役及び執行役員により構成された経営幹部会を月2回開催
しており、会社の方針に基づき業務執行を明確化するための決定機関としております。

　監査役は、取締役会及び経営幹部会に出席し意見を述べるほか、内部監査及び監査法人の監査への立会いをすることにより、取締役の業務
執行の妥当性、効率性などの経営監視を実施しております。

　また、必要に応じて経営企画会議を役付役員で開催し、経営、営業全般についての方針決定及び経営計画の立案事項を検討しております。

　さらに、当社は金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計における適正性を確保してお
り、内部統制の整備・運用・評価についても随時指導・助言を受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名、それぞれの職歴、経験、専門知識を活かした中立的第三者の立場からの経営の監督、監視機能
を強化しており、経営に対する客観性及び透明性を確保した十分なガバナンス体制を維持できると考えております。

　また、執行役員制度を導入することにより、経営環境と構造の変化への即応、経営の意思決定・業務執行の迅速化及び責任を明確にし、より一
層の経営効率及び経営基盤の強化ができると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 第86回定時株主総会招集通知は、2022年6月6日に発送しております。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
【掲載ＵＲＬ】http://www.yokohama-maruuo.co.jp/

【掲載資料】決算情報、事業報告書、業績推移、開示情報

IRに関する部署（担当者）の設置
【ＩＲ担当部署】ＩＲ室

【ＩＲ担当事務連絡責任者】ＩＲ室　室長　大和周治

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社の中期経営計画横浜丸魚グループＭＭプランにおいて、会社の目的と役割を明確
にし、

「ＧＯＯＤ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｍａｒｕｕｏ」をスローガンに様々なステークホルダー（利害関係者）との

間において、より良いリレーションを築きＷＩＮ－ＷＩＮの関係を目指します。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
未利用魚の流通開拓。本来廃棄されるサイズの小さい魚を有効活用し、新たな商品の開
発、製造を行っております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社が「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正性を確保するための体制」として、

取締役会で決議した事項は次のとおりであります。

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制

　当社は、「横浜丸魚株式会社経営理念」及び「コンプライアンスに関わる規程」を整備し、倫理法令遵守に必要な体制を構築しています。

財務諸表の作成にあたり、財務担当役員、監査役及び会計監査人の間で主要な会計方針等の事前協議を行っており、財務諸表をはじめとした証
券関係法令等に基づく企業情報の開示については、社内規程に基づく必要な社内手続きを経たうえで取締役会等で決定しています。

　その他、内部監査部門により、法令・社内規程等への適合性について、会社業務全般を対象に監査を行っています。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　文書又は管理情報の保存及び管理の方法を定めた規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を記録し、保存しています。

今後は、常に見直して改善に努め、更に高度な体制を構築してまいります。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　業務執行取締役、執行役員及び各部門責任者が担当業務に関するリスク管理を行い、適宜に常設又は臨時の会議体で関係組織の

責任者にその状況を報告することにより、リスクの現実化の未然防止と発生時の迅速な対処を可能としています。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　社内規程に基づく意思決定ルール及び職務権限の整備並びに取締役会による中期経営方針及び事業計画の策定のほか、

取締役及び執行役員等で構成する会議体の設置等により、取締役の職務執行の効率化を図っています。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社の内部統制システムの運用については、各部門責任者の責任のもと各部門が自律的にマネジメントを行うことといたします。

総務部門は、会社全体の内部統制システムの構築・運用を企画・推進いたします。社員は、法令及び規程を遵守し、適正に職務を行う義務を

負います。法令違反行為等を行った社員については、就業規則に基づき懲戒処分を行います。

　社員及びその家族、請負先社員等から業務遂行上のリスクに関する相談・通報を受け付ける内部通報制度を設置・運用しています。

　法令及び規程遵守のための定期的な講習会の実施やマニュアルの作成・配布等、社員に対する教育制度を整備・充実いたします。

６．会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社及びグループ会社は、「横浜丸魚株式会社経営理念」に基づき、各社の事業特性を踏まえつつ、事業戦略を共有し、グループ一体と

なった経営を行います。当社取締役、部門責任者及びグループ会社社長は、業務運営方針等を社員に対し周知・徹底いたします。

　また、グループ会社に企業倫理担当役員を設置し、経営幹部に関わる問題自体を当社に適時報告することとしており、

当社は必要な指導等を行います。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役の職務遂行を補助する専任の使用人を置いた場合、その使用人の人事異動、評価等について、監査役会に事前に説明し、

その意思を尊重し、対処します。



８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役の職務を補助する使用人には、会社の業務執行に係る職務を兼務させず、取締役からの独立性を高めます。

９．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

　取締役、執行役員及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、監査役の職務の遂行に必要なものとして求められた事項に

ついて、速やかに監査役または監査役会に報告を行っています。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役からの求めに応じて、代表取締役は監査役との定期的な意見交換の場に出席し、適時に重要な情報を共有できるようにしてまいります。

また、当社の取締役及び使用人は、監査役からの求めに応じて、常に現状よりも効果的な報告に関する体制の構築に努めております。

11．財務報告の信頼性を確保するための体制

　金融商品取引法の定めに従って、健全な内部統制環境の保持に努めてまいります。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システム

を構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保いたします。

12．反社会的勢力排除に向けた体制

　反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、

また、不当な要求に対しては、断固としてこれを拒否します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は反社会的勢力排除を目的とした、神奈川県企業防衛対策協議会に加盟しており、同協議会、所轄警察署、顧問弁護士等と

情報の収集・交換を綿密に実施しています。

　反社会的勢力との関係遮断の重要性を役職員一人一人に強く意識させることを目的として、役職員向けに反社会的勢力の対応策等に

関する社内研修等を定期的に実施し、反社会的勢力との関係遮断を含めコンプライアンスを遵守する会社風土を育てていきます。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（会社情報の適時開示に係る基本方針）

当社は、金融商品取引法および株式会社東京証券取引所の定める規則等に則り、投資判断に影響を与える会社情報が発生した場合には、適時
、適正かつ公平な情報開示を行うよう努めております。また、適時開示の基準に該当しない情報についても、投資判断に影響を与えると判断した
場合には、積極的に開示するよう努めております。

また、開示情報については、ＴＤｎｅｔによる開示のほか、当社ホームページに公開することで、広く投資家の皆様に当該情報が浸透するよう努めて
おります。

（会社情報の適時開示に係る社内体制）

当社及び子会社における適時開示情報の開示につきましては、当社総務部が投資判断に影響を与える会社情報等を一元管理し、情報開示の要
否ならびに開示内容・方法等を検討した上で総務部長（情報開示責任者）→総務担当役員→代表取締役社長へ報告される体制を構築しておりま
す。

（決定事実の開示）

重要な決定事実については、取締役会の決議に基づき、遅滞なく情報開示を行っております。

（発生事実の開示）

重要な発生事実については、各部門長から総務部に報告され、総務部において情報開示の要否ならびに開示内容・方法等を検討した上で総務
部長及び総務担当役員に報告されております。

総務部長及び総務担当役員は報告された内容が、重要事実等に該当するか否かを判断し、取締役会の承認を経て、遅滞なく情報開示を行って
おります。

（決算情報の開示）

決算に関する情報ならびに業績予想等については、取締役会の決議に基づき、取締役会終了後に遅滞なく情報開示を行っております。



１．コーポレートガバナンス体制について

選任・解任 選任・解任 選任・解任

業務監査
選任・解任・監督

会計監査

報告 指示 　指示 　　報告

連携

助言

２．適時開示体制の概要について

確認、連絡

開示資料作成、報告

投資家情報に掲載

確認、報告

取締役会招集

総務部長及び総務担当役員

代表取締役社長

東京証券取引所

取締役会の決議

当社ホームページ

情報開示

　指示

営業・管理部門
グループ会社

連携

　報告

開示情報の発生

当社総務部

代表取締役社長

連携

顧問
弁護
士等

内部監査室 執行役員

　報告
内部監査
及び指示

監査役会 取締役会 会計監査人

株主総会


